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農業に関する報告 

 広島県庄原市議会 福山権二 

 

２５年ぶりに「農業・食料・農村基本法」が改正 

農政の基本理念や政策の方向を明示した「食料・農業・農村基本法」が２５年ぶりに改正された。 

その内容は、（１）食料の安定供給の確保、（２）農業の有する多面的機能の発揮、（３）農業の持

続的な発展と（４）その基盤としての農村の振興を「理念」として掲げることによって国民生活の

安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とした。 

 制定からおよそ四半世紀が経過して、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの

高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大等、我が国の農業を取り巻く情勢が制定時に

は想定されなかったレベルで変化しているため、広範な関係者を含め、綿密な協議を経て成立した

とされている。 

 経過は、２０２２年９月以降、基本法の検証・見直しに向けた検討を行い２０２３年５月２９日

に成立、６月５日に公布・施行。全国各地で農林水産省による説明会が実施された。 

 

新法でも日本の食糧は日本でつくると明記しない 

新法でも日本の食糧は日本国内で作るとのいう「理念」はない。日本で消費される食糧を安定的

に供給することを明記し、「食糧安全保障」などと説明するが、その食糧を基本的に国内生産で賄う

こと、食糧の自給率を１００％にする方針はない。当然、食糧自給率を高めるための方針もない。 

 

農業に携わる農民の状況  後継者消滅の恐怖 

産業としての農業でコメ生産の領域を巡る現実は政府による「農業破壊」だと生産者は合意する。

とりわけ、農地の区分で広大な平野地域と山脈の中に位置する中山間地では条件が全くことなる。

中間山地の農業はコメ作り水田の管理で多面的機能を発揮し維持してきた。山林や傾斜地を開墾も

し、水田や畑地として多様な野菜類をも生産し、とりわけ水田の保水力は水害発生を規制してきた。

その歴史的な人間の作業（とりわけ集団作業）のなかで地方の文化も育み発展させてきた。 

その価値ある歴史的経過が現在、根底から破壊されつづけている。その原因は、人口減の加速で

ある。人口減の根拠は商品生産社会で商品生産労働者の労働力再生産費の不払いであることは明確

になっている。「労働賃金の引上げは企業の責務」と経団連が方針化せざるを得ない社会状況に到

達した、ということである。 

中山間農業者の恐怖は、後継者の消滅である。 



農家間の連携の希薄化 

私は広島県北・典型的な中山間地で郵便局で働き、土曜日曜、年休で農作業に従事してきた「兼

業農家」である。郵便局の給与所得の大半は農業機械の購入費として消えた。農業機械も耕運機か

らトラクターへ、稲刈りバンダー１条刈から６条刈コンバインに。田植え機も大型化し、最も困難

な草刈り作業も刈払い機から自走式草刈り機が一般的になった。その都度、支出は増加した。 

農作業の機械化は農地の構造改善事業で狭い水田を広げて水田数を激減させ広くしたことで可

能になった。 

水田個々の面積を拡大する事業は農家負担もあったが、兼業農家にとっては作業の省力化、短時

間作業化につながった。しかし、農作業の機械化で地域共同作業は消滅し、地域の連携も希薄にな

った。村祭りも小規模化が加速した。 

 

食糧管理法の廃止 

太平洋戦争の最中の１９４２年（昭和１７年）２月２１日に、東條内閣によって制定された食糧

管理法は食糧の生産・流通・消費にわたって政府が介入して管理するというもので目的は食糧（主

に米）の需給と価格の安定である。 

もともと、戦時下における国内外の米の流通不全を原因とした食糧、特に米の偏在を解消し、国

民が平等に入手できることを目的にした制度であった。１９９４年（平成６年）まで続いた。 

戦中戦後の食糧不足の時代には必要な法律であったが、飽食の時代となったことに加えて洋食や

麺など食の多様化が進み、コメ余りになる程に供給過剰になった１９７０年頃から、政府米の収支

が逆ザヤとなる問題や自主流通米以外の『ヤミ米問題』が発生。また世界から、ウルグアイ・ラウ

ンドの自由貿易による『米市場開放』が要求された。これらを受けて、食糧管理法は１９９５年（平

成７年）１１月１日に廃止され、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（食糧法）に引き継

がれた。 

 

この事態は、政府が国民の主食であるコメの生産量とその価格決定の場から退場する大転換で飽

食の時代とはいえその食糧は海外からの輸入農産物であるから、海外事情の変化に強く影響される

食糧確保になった。 

この国政の判断は国内で安定した農業従事者数と安定した農産物生産量を前提としている。 

この大前提が１９７３年から政府大企業群（経団連）が方針化した低賃金労働政策で瓦解に向か

った。 

低賃金労働の増大は資本主義社会では７０００万人の労働者階級の消費力を減じ、国内総生産Ｇ

ＤＰの成長を著しく低下させ、ＯＥＣＤ３８か国比で３位から６位以下になり中国や韓国とも後退

している。 

国内経済不況は地域産業の劣化になり、人口減がこれをさらに加速させ、地域雇用は不安定化し

人口減に加え都市への人口集中が加速した。広島県の人口減は国内最高レベルになっている。 

 

コメの価格は農家が決める？ 

食糧管理法を廃止し、「コメは自由市場」に放出された。コメ農家は生産したコメを自力で販売す



ることになった。しかし、「コメの価格をいくらにするか」を自力で決定することは極めて困難で、

コメ市場の動向など容易に把握できないし、消費者との接点を自力で開発することは極めて困難。

従前どおり「農協に買い取ってもらう」方法を選択する以外にない。コメの価格は農協が決定して

いる。その価格はコメ生産費（種や苗費、肥料費、防虫除草費、草刈り燃料費、水源管理費、水路

維持費、農機類費、水田耕作・田植え。稲刈り費 色選・乾燥費 労働賃金等々）を適正に集計し

たものとなっていない。 

農家は販売先を自力で決定することが出来ず、農協価格に合意して販売を終了する。結果、６０

アール程度コメ生産者は毎年３０万円から４０万円の赤字経営になる。 

 

農業では食えない！農業はやめたほうがいい！ 

農家は耕作地の広がりで農作業機械の個人調達から農家の集団を組織し、「地域営農集団」とし

て連携し、大型機械の購入と作業の連携を図った。この方法は政府の農業活性化対策として推進さ

れ、耕作放棄地が増加することの対策として、「中間直接支払い」制度も創設して「補助金制度」を

拡充させてきた。 

同時に日本社会の少子高齢化を展望して、政府は農業生産者を結合して法人化することを促進し

た。営農集団や農業法人は農作業の連携強化で広がっていった。 

今日では、この法人も営農集団も「後継者不足」という局面にあり、これらの組織が解散する傾

向が増えている。農家の次世代の若い層は、「赤字になる農業を継ぐことはできない」として賃金労

働を選択し、農業法人は解散を余儀なくされている。 

 

農業法人の「解散」は簡単には進めることができない。 

その主要な原因は、農業法人登録の際、行政から農機具確保等で公的補助金を交付されている場

合には、その補助金を返還する義務が発生する。 

また、農業法人は、地域の高齢者所有の農地（水田）の管理運営を受け入れ、契約（小作契約）

を締結していれば、その契約期間内は法人から他者へこの契約を締結することが農業委員会から要

請される。法人解散はその宣言を発するのみで成就できない。 

小作契約を交わした水田の所有者が死亡している場合、契約解除を協議する相続新所有者の選定

が容易には実施できない場合がある。 

農地の所有者と実際の耕作者の確かな契約行為が成立しない場合には、農業委員会は農地管理の

変更を受理しない。来年３月末（本年度内）に契約関係を変更するためには、その合意契約書があ

り、さらに本年１２月１６日までに農業委員会にとどける義務も発生する。 

 経済不況と人口減が中山間地の農業経営を不可能にしている。 

 

 新たな農地構造改善事業 

 政府は新たに、農地の構造改善事業を農家の負担なしで実行する計画をすすめている。 

 その計画では、水田の畔部分を最低２メートルとしてトラクターの移動を可能にする設計にして

いる。この計画で水田畦畔の草刈り作業が大型機械使用で軽減されることになる。この大事業は水

田の畑化にもなり、耕作者不足から国や県に農地管理を集約する方針だと農家は判断している。こ



の構造改善事業に応募しない土地はすべからく山地になることを推奨している感もある。有害鳥獣

被害の深化も農家の農業意欲を減退させている。 

 

 中山間地の自然のなかで生活することを希望する青年層が増加傾向にある。都会の生活維持が極

めて困難で田舎の生活を選択してその対策を検討している。空き家バンクには相談と現地調査に訪

問者が増えている。 

 この傾向を進めるには、国の農業方針として、自国の食糧は自国で生産流通させるという大原則

が前提になる。 

 政府がコメ生産費を調査してコメの最低価格を３０キロ３００００円と定め、市場価格で不足す

る額は政府予算のなかで補助するという財政支援を法制化して、農業従事者の生活安定と食糧自給

率の大幅アップを図ることが必要である。 

 

食料供給困難事態対策法（２０２４年６月１４日参議院本会議で可決成立。来年６月施行の予定） 

 異常気象や海外での紛争などで食料が不足した場合に、政府は農家に対し生産出荷計画の作成を

指示できる。 

計画を届けない農家や従わない農家には最大２０万円以下の罰金を科すことができる。 


